
ほほえみの郷横浜のご案内 

短期入所療養介護（介護予防短期入所療養介護） 

＜重要事項説明書＞ 

【１】法人の概要 

（１）法人名    医療法人社団 悠仁会 

（２）法人所在地  横浜市旭区下川井町２２０－１ 

（３）連絡先    ０４５－９５５－５５７７ 

（４）代表者    理事長 石川 直将 

 

【２】施設の概要 

（１）施設の概要 

・施設名 医療法人社団 悠仁会 

     介護老人保健施設 ほほえみの郷横浜 

・開設年月日 平成２１年７月１日 

・所在地 神奈川県横浜市旭区下川井町２２０－１ 

・電話番号 ０４５－９５５－５５７７ 

・施設長 坂井 隆志 

・介護保険指定番号 １４５３２８０１２０ 

 

（２）介護老人保健施設の目的と運営方針 

１．事業の目的 

介護老人保健施設ほほえみの郷横浜は、介護保険法令の理念に従い短期入所療養介護（介護予防短 

期入所療養介護）サービスを提供するものとします。サービスを提供するにあたって介護支援専門 

員の立案した居宅サービス計画に基づき、短期入所療養介護（介護予防短期入所療養介護）計画を 

立てます。そして、計画に基づいて看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な 

医療ならびに日常生活のお世話をすることにより、ご契約者(利用者)がその有する能力に応じ自立 

した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とします。 

 

２．施設運営の方針 

ご利用者の尊厳を守り、安全に配慮しながら、 生活機能の維持・向上をめざし「全人的」、「総合的」 

ケアサービスの向上につとめます。又、ご家族・地域の方々・地域の関係機関、と協力し安心して自 

立した在宅生活が続けられるよう支援します。 

｢ほほえみの郷｣という施設名の通り、ご利用者と職員が常にほほえみに包まれた日常生活を過ごせる 

雰囲気を大切にします。 

 

（３）入所定員 

・定員１２０名（但し、短期入所療養介護（介護予防短期入所療養介護）の利用定員数は、利用者 

 が申込みをしている当該日の介護保険施設サービスの定員数より実入所者数を差し引いた数とす 

る。） 

 



（４）施設の職員の体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【３】サービス内容 

（１）短期入所（介護予防短期入所）療養介護計画の立案 

短期入所（介護予防短期入所）療養介護サービスを提供するにあたっては、全ての職員の協議によ 

って「短期入所（介護予防短期入所）療養介護計画」を作成し、それに基づいて介護サービスを提 

供いたします。その際、ご本人、契約者の希望を充分に取りいれ、又、計画の内容については同意 

をいただくようになります。 

 

（２）医療・看護 

医師・看護職員によりご利用者の状態に照らし適切な医療看護サービスを行います。 

 

（３）介護 

短期入所（介護予防短期入所）療養介護計画に基づきサービスを行います。 

 

（４）リハビリテーション 

原則として機能訓練室にて行いますが、施設内における生活全般が機能訓練「生活リハビリ」とい 

う理念のもとサービスを行います。 

 

（５）食事 

朝食   ８：００～ ９：００  

昼食  １２：００～１３：３０  

おやつ １５：００～１５：３０ 

夕食  １８：００～１９：３０ 

    原則として各ユニットで召し上がって頂きます。（居室内で召し上がって頂くことも可能です） 

 

（６）入浴 

ご利用日数により異なります。又、ご利用者の身体状況に応じて清拭となることがあります。 

 実配置員数 常勤換算 

（１） 管理者 １人 １．０人 

（２） 医師 ２人 ０．３人 

（３） 薬剤師 １人 ０．５人 

（４） 看護職員 １３人 ９．６人 

（５） 介護職員 ６７人 ５８．５人 

（６） 支援相談員 ３人 ３．０人 

（７） 理学療法士 １人 １．０人 

（８） 作業療法士 ５人 ４．６人 

（９） 言語聴覚士 １人 １．０人 

（１０）管理栄養士 ４人 ３．６人 

（１１）介護支援専門員 ２人 ２．０人 

（１２）事務員 ９人 ８．２人 

（１３）介助職員 １８人 １１．５人 



（７）他医療機関の紹介及びご退所 

当施設での対応が困難な状態になったり、専門的な対応が必要になった場合には、責任を持って他 

の医療機関を紹介します。又、場合によってはご自宅へご退所頂くことがあります。 

 

【４】 利用料金 ＜詳細は利用料金表をご覧ください＞  

（１）基本料金Ⅰ 

〈施設サービス費：１日あたりの自己負担分〉   

［短期入所療養介護］            １割負担   ２割負担    ３割負担 

   

 

 

 

 

［介護予防短期療養介護］  

 

 

基本料金Ⅱ 

〈施設サービス費：１日あたりの自己負担分〉  

［短期入所療養介護］            １割負担   ２割負担    ３割負担 

 

 

 

 

 

［介護予防短期療養介護］  

 

 

基本料金Ⅲ 

〈施設サービス費：１日あたりの自己負担分〉  

［短期入所療養介護］            １割負担   ２割負担    ３割負担 

 

 

 

 

 

 

［介護予防短期療養介護］  

 

 

※厚生労働省の定める施設基準に応じて利用料金（Ⅰ）又は（Ⅱ）のサービス費のご請求になります。 

（Ⅰ）従来型施設基準の適合の場合 

  （Ⅱ）在宅強化型施設基準の適合の場合 

 

・要介護１  ８９７円  １,７９３円 ２,６８９円 

・要介護２  ９４７円  １,８９３円 ２,８４０円 

・要介護３  １,０１７円  ２,０３３円 ３,０４９円 

・要介護４  １,０７６円  ２,１５１円 ３,２２６円 

・要介護５  １,１３２円  ２,２６４円 ３,３９６円 

・要支援１  ６６９円  １,３３８円 ２,００７円 

・要介護２  ８４６円  １,６９２円 ２,５３８円 

・要介護１  ９７２円  １,９４３円 ２,９１４円 

・要介護２  １,０５４円  ２,１０８円 ３,１６２円 

・要介護３  １,１２４円  ２,２４７円 ３,３７１円 

・要介護４  １,１８６円  ２,３７２円 ３,５５７円 

・要介護５  １,２４９円  ２,４９８円 ３,７４７円 

・要支援１  ７２９円  １,４５８円 ２,１８７円 

・要支援２  ９０７円  １,８１４円 ２,７２１円 

・要介護１  ８７５円  １,７５０円 ２,６２５円 

・要介護２  ９２６円  １,８５１円 ２,７７６円 

・要介護３  ９９１円  １,９８１円 ２,９７２円 

・要介護４  １,０４８円  ２,０９５円 ３,１４２円 

・要介護５  １,１０２円  ２,２０４円 ３,３０６円 

・要支援１  ６５２円  １,３０４円 １,９５６円 

・要支援２  ８１９円  １,６３８円 ２,４５７円 



（２）加算 ＜１回ご利用当たりの自己負担分＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［短期入所療養介護］ １割負担 ２割負担 ３割負担 

・夜間職員配置加算  ２６円 ５２円 ７８円 

・サービス提供体制強化加算（Ⅰ） ２４円 ４７円 ７１円 

・サービス提供体制強化加算（Ⅱ） ２０円 ３９円 ５８円 

・サービス提供体制強化加算（Ⅲ） ７円 １３円 ２０円 

・個別リハビリテーション実施加算 ２５８円 ５１５円 ７７２円 

・認知症行動心理症状緊急対応加算（７日間限度） ２１５円 ４２９円 ６４４円 

・認知症ケア加算 ８２円 １６３円 ２４５円 

・認知症専門ケア加算（Ⅰ）（Ⅱ） ４円／５円 ７円／９円 10円／13円 

・緊急短期入所受入加算（１４日間程度） ９７円 １９３円 ２９０円 

・若年性認知症利用者受入加算 １２９円 ２５８円 ３８６円 

・重度療養管理加算Ⅰ（要介護４・５に限る） １２９円 ２５８円 ３８６円 

・総合医学管理加算（利用中１０日を限度） ２９５円 ５９０円 ８８５円 

・送迎加算 １９８円 ３９５円 ５９２円 

・療養食加算（１食あたり）  ９円 １７円 ２６円 

・生産性向上推進加算（Ⅰ） １０８円 ２１５円 ３２２円 

・生産性向上推進加算（Ⅱ） １１円 ２２円 ３３円 

・在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅰ ５５円 １１０円 １６４円 

・在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅱ ５５円 １１０円 １６４円 

・緊急時施設療養費（月３日を限度） ５５６円 １,１１１円 １,６６６円 

・口腔連携強化加算 ５４円 １０８円 １６１円 

・介護職員処遇改善加算Ⅰ（所定単位数の 7.5％） 

・介護職員処遇改善加算Ⅱ（所定単位数の 7.1％） 

・介護職員処遇改善加算Ⅲ（所定単位数の 5.7％） 

・介護職員処遇改善加算Ⅳ（所定単位数の 4.4％） 

 

  

     

［介護予防短期療養介護］ １割負担 ２割負担 ３割負担 

・夜間職員配置加算  ２６円 ５２円 ７８円 

・サービス提供体制強化加算（Ⅰ） ２４円 ４７円 ７１円 

・サービス提供体制強化加算（Ⅱ） ２０円 ３９円 ５８円 

・サービス提供体制強化加算（Ⅲ） ７円 １３円 ２０円 

・個別リハビリテーション実施加算 ２５８円 ５１５円 ７７２円 

・認知症行動心理症状緊急対応加算（７日間限度） ２１５円 ４２９円 ６４４円 

・認知症ケア加算 ８２円 １６３円 ２４５円 

・認知症専門ケア加算（Ⅰ）（Ⅱ） ４円／５円 ７円／９円 10円／13円 

・若年性認知症利用者受入加算 １２９円 ２５８円 ３８６円 

・送迎加算 １９８円 ３９５円 ５９２円 

・口腔連携強化加算 ５４円 １０８円 １６１円 

・療養食加算（１食あたり）  ９円 １７円 ２６円 

・緊急時施設療養費（月３日を限度） ５５６円 １,１１１円 １,６６６円 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）その他の費用＜利用料＞ 

① 特別室代  ５，２３８円（税込）（富士山） 

    ４，１９０円（税込）（芦ノ湖、浅間山、太平洋） 

    ３，１４３円（税込）（琵琶湖、日本海） 

② 食費   朝食      ６６２円（非課税） 

      昼食      ８６４円（非課税） 

      夕食      ８６４円（非課税） 

③ 居住費 １日当り ２，５４８円（非課税） 

    ④ 特定入居者介護サービス費（所得により該当した区分の費用です） 

区分 食費（非課税） 居住費（非課税） 

第１段階 ３００円 ８２０円 

第２段階 ３９０円 ８２０円 

第３段階① ６５０円 １，３１０円 

第３段階② １，３６０円 １，３１０円 

    ⑤ おやつ代（嗜好飲料含む）  １４０円／日（税込） 

     ●健康管理費    実費（特別な予防接種代等） 

     ●特別行事代    実費（季節毎の特別行事時に徴収致します） 

     ●特別行事食事代  実費（季節毎の特別行事食時に徴収致します） 

     ●教養娯楽費    実費（ユニットで行われるレクリエーション等の材料費の実費となりま 

す） 

    ⑥ 上記以外で必要とされた費用に関して実費のご請求をさせて頂きます。 

 

（４）支払方法 口座引落又は現金又は銀行振り込み 

 

【５】協力医療機関 

聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院、横浜旭中央総合病院、上白根病院、医療法人社団 高輪会 

 

【６】緊急時の対応 

（１）施設は、ご利用者に対し、施設医師の医学的判断により対診が必要と認める場合協力医療機関又 

は、協力歯科医療機関での診察を依頼することがあります。 

 

（２）当施設は、ご利用者に対し、当施設における介護保険サービスでの対応が困難な状態又は、専門的 

・総合医学管理加算（利用中１０日を限度） ２９５円 ５９０円 ８８５円 

・生産性向上推進加算（Ⅰ） １０８円 ２１５円 ３２２円 

・生産性向上推進加算（Ⅱ） １１円 ２２円 ３３円 

・在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅰ ５５円 １１０円 １６４円 

・在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅱ ５５円 １１０円 １６４円 

・介護職員処遇改善加算Ⅰ（所定単位数の 7.5％） 

・介護職員処遇改善加算Ⅱ（所定単位数の 7.1％） 

・介護職員処遇改善加算Ⅲ（所定単位数の 5.7％） 

・介護職員処遇改善加算Ⅳ（所定単位数の 4.4％） 

 

  

     



な医学的対応を必要と判断した場合、他の専門的医療機関を紹介します。 

 

（３）前２項の他、入所利用中にご利用者の心身の状態が急変した場合、当施設は、ご利用者及び契約者 

が指定する者に対し、緊急に連絡します。 

 

【７】利用中の転倒や受傷について 

   高齢になると転倒しやすくなり、居室のベッドからの転落、又は移動中の転倒、トイレでの移乗時に

バランスを崩しての転落等のなどによる外傷や骨折の危険性は病院よりも多くなります。職員一同、

事故防止には日々最善の努力をしておりますが、これらを完全に回避することは困難であることをご

理解いただけますようお願いいたします。 

 

【８】事故発生時の対応 

当施設は、万が一施設内で事故が発生した場合は、速やかに当日の担当部署責任者に連絡をし、その 

責任者は施設責任者に報告を行い関係各部門と適切な対応を図るものとします。夜間帯においては、 

その状況、程度を判断し緊急対応以外であれば翌日、緊急対応であれば即日施設長又は看護師長に報 

告し対応の指示を図るものとします。 

 

【９】虐待防止について 

当施設は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に揚げる措置を講じます。 

① 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従

業者に周知徹底を図ります。 

② 虐待の防止のための指針を整備します。 

③ 従業者に対し、虐待防止のための研修を定期的に実施します。 

④ 虐待防止に対する担当者を選定します。 

⑤ 当施設はサービス提供中に、当該施設従業者又は養護者による虐待を受けたと思われる利用者

を発見した場合は、速やかにこれを市区町村に通報します。 

 

【１０】身体の拘束等 

当施設は、原則としてご利用者に対し、身体拘束を廃止する。但し、当該入所者又は他のご利用者 

等の生命または身体を保護するため等緊急時にやむを得なく身体拘束を行う場合、当施設の医師が 

その様態及び時間、その際のご利用者の心身の状況、緊急時のやむを得なかった理由を診療録に記 

載する。 

 

【１１】褥瘡対策等 

当施設は、ご利用者に対し、良質なサービスを提供する取り組みのひとつとして、褥瘡が発生しな 

いような適切な介護に努めるとともに、褥瘡対策指針を定め、その発生を防止する為の体制を整備 

する。 

 

【１２】非常災害対策 

・防災設備 自動火災報知器、非常通報設備、スプリンクラー、消火栓非常避難器具 

・防災訓練 年２回 

 

 



【１３】衛生管理 

（１） 当施設における感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会（テレビ

電話装置等を活用して行うことができるものとする。）をおおむね３月に１回以上開催するとともに、

その結果について、従業員に周知徹底を図る。 

 

（２） 当施設における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。 

 

（３） 当施設において、従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感

染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施する。 

 

【１４】事業継続計画の策定等について 

（１）感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施及び非常時の  

   体制で早期の事業再開を図るための計画（事業継続計画）を策定し、当該事業継続計画に従って必 

   要な措置を講じます。 

 

（２） 従業者に対し、事業継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しま 

す。 

 

（３） 定期的に事業継続計画の見直しを行い、必要に応じて事業継続計画の変更を行います。 

 

【１５】施設利用にあたっての留意事項 

○ 面会   

原則、午前１０時～午後４時までの間でできます。お気軽にお越しください。 

○ 外出・外泊  

自由にできますが事前にお知らせいただき各ユニットにて手続きをお願いします。 

○ 飲酒・喫煙 

飲酒は原則禁止です。喫煙は所定の場所でお願いします。 

○ 所持金・備品等の持ち込み 

あらかじめ利用時に確認させていただきます。 

○ 金銭・貴重品の管理 

原則としてお預かりしていません。 

○ ペットの持ち込み 

原則として禁止しています。 

○ 禁止事項 

当施設では、多くの方に安心して療養生活を送っていただくために、ご利用者の営利行為、宗 

教の勧誘、特定の政治活動は禁止します。 

 

【１６】サービスの内容に関する苦情 

（１）当事業所の相談・苦情担当窓口 

当施設のサービスに関するご相談・苦情は、管理者又は下記窓口までお申し出ください。 

担当窓口：事務長  電話：０４５－９５５－５５７７  対応時間：９：００～１８：００ 

 

（２）当事業所以外に、相談・苦情窓口に相談することができます。 



担当窓口 

① 横浜市旭区役所 高齢・障害支援課 

電話：０４５－９５４－６０６１  ＦＡＸ：０４５－９５５－２６７５ 

対応時間：９：００～１７：００（土・日・祝日・年末年始を除く） 

② 横浜市はまふくコール（横浜市苦情相談コールセンター） 

電話：０４５－２６３－８０８４  ＦＡＸ：０４５－５５０－３６１５ 

対応時間：９：００～１７：００（土・日・祝日・年末年始を除く） 

③ 神奈川県国民健康保険団体連合会 介護苦情相談係 

電話：０４５－３２９－３４４７ 

対応時間：８：３０～１７：１５（土・日・祝日・年末年始を除く） 

 

【１７】個人情報の取り扱いについて（秘密保持） 

（１） 個人情報の収集は、その利用目的の範囲を説明し、同意を得た上で収集します。 

 

（２）個人情報の使用は、同意を得た利用目的の達成に必要な範囲内において適正に使用します。 

 

（３）同意または依頼のない限り、個人情報を第三者に提供することはいたしません。同意・依頼の下 

で、個人情報の提供・預託を行う場合においても、提供・預託先が適正に管理するよう監督いたし 

ます。 

 

《個人情報を利用させていただく範囲》 

① 当施設による適切なサービスの提供のため 

② 提供したサービスに関する請求業務などの介護保険事務のため 

③ サービス提供にかかる利用開始・終了手続きなどの管理運営業務のため 

④ 居宅サービスの適切な提供のための、他の居宅サービス事業者との連携（サービス担当者会議など）、 

照会への回答のため 

⑤ 緊急を要する場合の医師や救急隊への連絡のため 

⑥ ご家族に対するご本人の心身の状況や利用状況に関する報告のため 

⑦ 当施設のサービスの維持・改善に資する基礎資料（アンケート等）の作成のため 

⑧ 当施設で行われる職員研修における事例検討のため 

⑨ 当施設で行われる学生等の実習教育のため 

⑩ 審査支払い機関（国保連）や保険者からの照会など、法令上応じることが義務付けられている事項の 

について 

⑪ 外部監査機関・サービス評価機関への情報提供のため 

⑫ 損害賠償保険・傷害保険等に係る保険会社等への相談・届出のため 

⑬ その他、目的を特定の上、同意を得て収集した個人情報については、その利用目的に沿う範囲 

  

《ご利用者ご本人の映像・写真について》 

ご利用者ご本人の映像や写真を、当施設の 

□ ホームページ 

□ パンフレット 

□ 広報誌 

□ 施設内掲示 



に使用することを同意します。（同意するものにチェックお願いいたします） 

 

《ご利用者ご本人の所在確認について》 

契約者以外から、電話や面会等でご本人の入所確認があった場合に、入所の返答、面会の承諾に 

□ 同意いたします 

□ 同意いたしません（その際は「ご家族に確認してください」と返答させて頂きます） 

どちらかにチェックをお願いいたします 

 

【１８】その他 

施設へのご質問、ご要望などございましたら担当の支援相談員までご相談ください。また、要望や 

苦情なども支援相談担当者にお寄せいただければ、速やかに対応します。その他、事務室前に備付 

けられた「ご意見箱」もご利用ください。 

平成２１年 ７月 １日 作成 

平成２１年１１月 １日 改訂 

平成２３年 ２月 １日 改訂 

平成２３年 ７月 １日 改訂 

平成２４年 ４月 １日 改訂 

平成２５年 ６月 １日 改訂 

             平成２５年１１月 １日 改訂 

平成２６年 ４月 １日 改訂 

            平成２７年 ４月 １日 改訂 

平成２９年 １月 １日 改訂 

平成２９年 ４月 １日 改訂 

                     平成３０年 ４月 １日 改訂 

令和 元年１０月 １日 改訂 

令和 ２年 ９月 １日 改訂 

  令和  ３年 ４月 １日 改訂 

令和 ３年１０月 １日 改訂 

令和 ４年１０月 １日 改訂 

   令和 ５年１０月 １日 改訂 

令和 ６年 ６月 １日 改訂 

                                  令和 ７年 ７月 １日 改訂

   令和 ７年１２月 １日 改訂 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【事業者】 

     住  所 横浜市旭区下川井町２２０－１ 

     事業所名 医療法人社団 悠仁会 

          介護老人保健施設 ほほえみの郷横浜 

     施 設 長 坂井 隆志 

     介護保険指定番号  １４５３２８０１２０ 

 説明者                    印 

 

事業者から上記内容についての説明を受け、その内容に同意します。 

令和   年   月   日  

       利用者   住 所                               

  

             氏 名                       印  

  

 

       契約者   住 所                              

 

氏 名                       印 

 

続 柄                 


